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令和８年度福島県立高等学校入学者選抜における選抜方法 

【調査票】  

学校番号  学 校 名  課   程  

７３  福島県立郡山萌世高等学校  定時制  

 

アドミッション・ポリシー  

郡山萌世高等学校定時制課程では、次のような生徒を求めています。  

１  学ぶ意欲があり、学校生活を頑張りたい生徒  

２  前向きに自分なりの目標や夢を見つけたい生徒  

３  自分を変えるきっかけを見つけたい生徒  

４  社会で生きていく力を身に付けたい生徒  

【前期選抜】 
特色選抜 

大学科  

小学科  

募 集  

定員枠  
志願してほしい生徒像  

普通科  

昼間主  

コース  

５％  

程度  

本校は、「生徒一人一人を真に大切にする教育（個別支援教育）」を教育の基本方針とし、自立して生きる力、思いやる力、他者とかかわり協働する

力を育む学校である。  

このような本校の特徴をふまえ、年齢を問わず、以下の要件をすべて満たす生徒を求めている。  

○昼間主コース  

本校で学ぶ目標や夢が明確で、その実現に向けて行動できる者。かつ、DX を推進する本校で、ICT を活用して、主体的に学ぶ意欲を有する者。  

○夜間主コース  

働く目的や計画が明確であり、働きながら学ぶ意欲を有する者（アルバイトを含む）。  

普通科  

夜間主  

コース  

５０％  

程度  

選  抜  資  料  

学 力 検 査  特色選抜志願理由書  調 査 書  特 色 面 接  特 色 検 査  選抜資料の満点  備 考  

５教科とし、250 点満
点とする。  

志願してほしい生徒
像をふまえ、本校の当
該コースへの志望動機
及び高校生活で特に学
びたいこと、活動した
いこと等について本人
が記入する。  

「各教科の学習の記
録」は傾斜配点を実施
し、音楽、美術、保健
体育、技術・家庭の評
定を２倍し、195 点満点
とし、「特別活動等の記
録」及び「長所・特技
等の記録」は 55 点満点
として、合計 250 点満
点とする。  

部活動や地域クラブ
活動等の実績や取組内
容などは総合的に評価
し、点数化する。  

個 人 面 接 を 実 施 す
る。  

「特色選抜志願理由
書」の記載内容を踏ま
えて、意欲的に挑戦す
る姿勢や高校生活の展
望、それらを具体的に
表 現 す る 力 を 評 価 す
る。  

面接については、点
数化し、100 点満点とす
る。  

実施しない。  全体の満点は、 600

点とする。  

※ 令 和 ２ 年
３月末日まで
に中学校を卒
業した者につ
いては、調査書
の提出を免除
する。  
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一般選抜 

大学科  

小学科  
募集定員  

選  抜  資  料  学力検査と調査

書の成績の比重  
備 考  

学 力 検 査  調 査 書  一 般 面 接  

普通科  

昼間主コース  
（１２０） 

５教科とし、250 点満点とす

る。 

「各教科の学習の記録」は 195 点満

点とし、「特別活動等の記録」及び「長

所・特技等の記録」は 55 点満点として、

合計 250 点満点とする。 

部活動や地域クラブ活動等の実績や

取組内容などは総合的に評価し、点数

化する。 

個人面接を実施する。  

本校を志願する理由や高校

生活における目的意識などを

みる。 

面接については、段階評価

する。 

※特色選抜との併願者は、

特色面接の実施をもって一般

面接の実施とみなす。 

同等とする。 ※令和２年
３月末日まで
に中学校を卒
業した者につ
いては、調査
書の提出を免
除する。  普通科  

夜間主コース  
（４０） 

 

【後期選抜】 

大学科  

小学科  

選  抜  資  料  
備 考  

調  査  書  面    接  小論文（又は作文）  

普通科 

昼間主コース 

「各教科の学習の記録」は 135 点満

点とし、「特別活動等の記録」及び「長

所・特技等の記録」は点数化しないが、

精査する。 

部活動や地域クラブ活動等の記録に

ついては点数化しないが、精査する。 

個人面接を実施する。 

面接の内容には、中学校における学習活

動の成果を問う内容（国語、数学、外国語

（英語））を含む。 

学習活動の成果を問う内容については、

点数化し、100 点満点とする。それ以外は、

段階評価する。 

作文を実施する。 

あるテーマについて、400 字程度で自分の感想

や思いを述べる作文とする。 

作文については、点数化し、100 点満点とする。 

 

※令和２年

３月末日まで

に中学校を卒

業した者につ

いては、調査

書の提出を免

除する。 

普通科  

夜間主コース  

 


